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九州大学大型計算機センター電子計算機端局設置基準

九州 大学 大型 計算機 セ ンター電 子計 算機端 局 機器 設置 基準(昭 和44年4月17日 施行)の 全部 を改正

す る。

第1条 この基 準 は、九 州大 学大 型計 算機 セ ン ター(以 下 「セ ン ター 」 とい う。)の電 子計 算機 の端 局

(以下 「端 局 」 とい う。)の設置 に 関 し、必要 な事項 を定 め る。

第2条 端局 は、 原 則 として広島 県 、山 口県お よび九州 の各 県に それ ぞれ1ヶ 所 以上 設置 す る よ う配

慮 しなけれ ば な らない。

2端 局 を設置 す るこ との 出来 る機 関 は 、国 、公 、私 立 大学 、高等専 門学校 、文部 省 所轄 の研 究所 と

す る。

第3条 端局 の 設置許 容数 は 、通信 制御 装 置等 の容 量に よ り別 に定 め る。

第4条 セ ン ター長 は 、端 局 の設 置 を承 認 す る場 合 は、 セ ン ター運営 委 員会 の議 を経 る もの とす る。

第5条 端 局 に、 運用 責任 者 を置 く。

2運 用 責任 者 は 、端 局 の設 置者 が選定 す る。 この場 合 にお いて 、端 局 の設 置者 は、運 用責 任者 を兼

ね るこ とが で きる。

3運 用責任 者 は、 九州 大学 大型 計算機 セ ン ターの 利用 に関す る暫定 措 置 を定 め る規程(昭 和44年10

月24日 施 行)第3条 に定 め る利 用資格 を有 しなけ れば な らない。

第6条 端 局 の機 器 の賃借 料 、設 置に 関す る経 費お よび 回線使 用料 は、 当該 端 局 の負担 とす る。 た だ

し、 セ ンター に予算 措 置が あ る場 合 は、 この 限 りでな い。

第7条 この基 準に定 め るものの ほか、 端局 の運 営 に関 し、必要 な事 項 は 、別 に定 め る。

附 則

この 基準 は、 昭和47年6月9日 か ら施 行 し、昭 和47年4月1日 か ら適 用す る。


